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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成30年7月5日(2018.7.5)

【公開番号】特開2017-30212(P2017-30212A)
【公開日】平成29年2月9日(2017.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-006
【出願番号】特願2015-151547(P2015-151547)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/14     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ２０１　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６１３　
   Ｂ４１Ｊ    2/16     １０１　
   Ｂ４１Ｊ    2/16     ５０１　

【手続補正書】
【提出日】平成30年5月22日(2018.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板の第一の面に設けたエネルギー発生素子と、
　該エネルギー発生素子上に液体を配置する液体流路を規定し、該液体流路に連通して液
体が吐出される液体吐出口を備える流路壁部材と、
　前記液体流路に連通する液体供給路と、
　前記液体供給路に連通し、前記液体供給路よりも液体の流動方向に垂直な方向の開口断
面積が小さい液体供給口と、
を備えた液体吐出基板、
　並びに、前記液体吐出基板に接触配置される液体吐出ヘッド構成部材、
を有する液体吐出ヘッドであって、
　前記液体吐出基板は、前記液体吐出口および前記液体供給路とは異なる、前記液体流路
に連通する開口部を、前記基板の第一の面に対向する第二の面に有し、該開口部の少なく
とも一部は、前記液体吐出ヘッド構成部材により塞がれていることを特徴とする液体吐出
ヘッド。
【請求項２】
　前記液体供給路は、前記基板の第一の面から第二の面に貫通する貫通孔に含まれる、請
求項１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３】
　１つの前記液体供給路に対して、少なくとも１つの前記開口部と、少なくとも１つの前
記液体供給口とが接する、請求項２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項４】
　少なくとも１つの前記開口部が、該開口部と連通する前記液体供給路の開口端に配置さ
れている、請求項２または３に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項５】
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　前記液体供給口が、前記貫通孔の一部として前記基板の第二の面側に形成されている、
請求項２～４のいずれか一項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項６】
　前記第二の面に、さらに液体供給口部材が形成され、前記液体供給口が該液体供給口部
材に形成されている、請求項２～４のいずれか一項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項７】
　前記液体供給口部材が感光性樹脂で形成される、請求項６に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項８】
　単一の前記開口部の液体の流動方向に垂直な方向の開口断面積が、単一の前記液体供給
口の液体の流動方向に垂直な方向の開口断面積よりも大きい、請求項１～７のいずれか一
項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　前記開口部に前記液体吐出ヘッド構成部材の一部が入り込む、請求項１～８のいずれか
一項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１０】
　前記液体が、前記液体供給口を貫通して流れ、前記開口部を貫通して流れない、請求項
１～９のいずれか一項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１１】
　前記開口部が前記液体吐出ヘッド構成部材により塞がれている状態で、前記開口部を通
して前記液体の評価を行う機能、前記液体とのエネルギー交換を行う機能、前記液体の状
態制御を行う機能、および、前記液体吐出ヘッドの状態制御を行う機能のうちの１つ以上
の機能を有する、請求項１０に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１２】
　基板の第一の面に、エネルギー発生素子を形成する工程と、
　前記基板の第一の面上に、前記エネルギー発生素子上に液体を配置する液体流路を規定
し、該液体流路に連通して液体が吐出される液体吐出口を備える流路壁部材を形成する工
程と、
　前記液体流路に連通する液体供給路を形成する工程と、
　前記液体供給路に連通し、前記液体供給路よりも液体の流動方向に垂直な方向の開口断
面積が小さい液体供給口を形成する工程と、
を含む工程により液体吐出基板を形成する工程、並びに、
　前記液体吐出基板に接触配置される液体吐出ヘッド構成部材を形成する工程と、
を含む液体吐出ヘッドの製造方法であって、
　前記液体吐出基板を形成する工程において、前記液体吐出口および前記液体供給路とは
異なる、前記液体流路に連通する開口部を、前記液体供給路に連通して前記基板の第一の
面に対向する第二の面に形成し、かつ、
　前記液体吐出ヘッド構成部材を形成する工程において、前記液体吐出ヘッド構成部材に
より、前記開口部の少なくとも一部を塞ぐことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１３】
　前記液体供給路を、前記基板の第一の面から第二の面に貫通する貫通孔の少なくとも一
部として形成する、請求項１２に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１４】
　前記液体供給口を形成する工程において、該液体供給口を、前記基板の第二の面に前記
貫通孔の一部として形成する、請求項１３に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１５】
　さらに、前記第二の面に液体供給口部材を形成する工程を含み、前記液体供給口を該液
体供給口部材に形成する、請求項１３に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１６】
　前記液体供給口部材に前記開口部を形成する請求項１５に記載の液体吐出ヘッドの製造
方法。
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【請求項１７】
　前記液体供給口を形成する工程に、または、前記液体供給口を形成する工程の後に、前
記液体吐出口もしくは前記液体供給口から、前記開口部に向かう方向に流体を流す工程を
含む、請求項１２～１６のいずれか一項に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１８】
　前記液体吐出基板を形成する工程において、前記液体供給口部材と、前記エネルギー発
生素子および前記液体流路が形成された基板とを接合した後に、前記液体供給口部材を加
工して前記液体供給口、又は前記液体供給口および前記開口部を形成する、請求項１５ま
たは１６に記載の液体吐出ヘッドの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の一形態では、基板と、
　該基板の第一の面に設けたエネルギー発生素子と、
　該エネルギー発生素子上に液体を配置する液体流路を規定し、該液体流路に連通して液
体が吐出される液体吐出口を備える流路壁部材と、
　前記液体流路に連通する液体供給路と、
　前記液体供給路に連通し、前記液体供給路よりも液体の流動方向に垂直な方向の開口断
面積が小さい液体供給口と、
を備えた液体吐出基板、
　並びに、前記液体吐出基板に接触配置される液体吐出ヘッド構成部材、
を有する液体吐出ヘッドであって、
　前記液体吐出基板は、前記液体吐出口および前記液体供給路とは異なる、前記液体流路
に連通する開口部を、前記基板の第一の面に対向する第二の面に有し、該開口部の少なく
とも一部は、前記液体吐出ヘッド構成部材により塞がれていることを特徴とする液体吐出
ヘッドが提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　また本発明の別の形態では、基板の第一の面に、エネルギー発生素子を形成する工程と
、
　前記基板の第一の面上に、前記エネルギー発生素子上に液体を配置する液体流路を規定
し、該液体流路に連通して液体が吐出される液体吐出口を備える流路壁部材を形成する工
程と、
　前記液体流路に連通する液体供給路を形成する工程と、
　前記液体供給路に連通し、前記液体供給路よりも液体の流動方向に垂直な方向の開口断
面積が小さい液体供給口を形成する工程と、
を含む工程により液体吐出基板を形成する工程、並びに、
　前記液体吐出基板に接触配置される液体吐出ヘッド構成部材を形成する工程と、
を含む液体吐出ヘッドの製造方法であって、
　前記液体吐出基板を形成する工程において、前記液体吐出口および前記液体供給路とは
異なる、前記液体流路に連通する開口部を、前記液体供給路に連通して前記基板の第一の
面に対向する第二の面に形成し、かつ、
　前記液体吐出ヘッド構成部材を形成する工程において、前記液体吐出ヘッド構成部材に
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より、前記開口部の少なくとも一部を塞ぐことを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法が
提供される。
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